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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　インレットから取り込まれた空気を用いて燃料を燃焼する燃焼器であって、
　前記空気と前記燃料との混合気に着火するための点火器と、
　前記インレットから取り込まれた空気を局所的にせき止める淀み点形成器とを備え、
　前記点火器は、前記インレットから取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱および
圧力により自動的に発火する固体燃料または点火用爆薬を含み、
　前記点火器は、前記淀み点形成器によってせき止められた空気の圧縮により生じる熱お
よび圧力により自動的に発火して作動するように構成されている
燃焼器。
【請求項２】
　請求項１に記載の燃焼器において、
　前記淀み点形成器は、前記点火器よりも後方に設けられている
燃焼器。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の燃焼器において、
　前記淀み点形成器は、前記点火器の作動後に、前記空気の圧縮により生じる熱および圧
力により自動的に消失するように構成されている
燃焼器。
【請求項４】
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　請求項１乃至３のいずれか一項に記載の燃焼器において、
　前記点火器は、前記固体燃料と、前記インレットから取り込まれた前記空気の圧縮によ
り生じる熱および圧力により爆発する前記点火用爆薬とを備え、
　前記固体燃料は、前記点火用爆薬の爆発により、自動的に発火して作動するように構成
されている
燃焼器。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の燃焼器において、
　前記点火器は、前記インレットから取りこまれた空気に燃料を噴射する燃料噴射器の後
方に、前記インレットから取り込まれた空気の流れ方向に間隔をあけて複数設けられ、
　前記間隔は、間隔の一方側の点火器の火炎が、間隔の他方側の点火器に伝播しない距離
に設定されている
燃焼器。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の燃焼器において、
　前記点火器は、燃焼器壁面の溝に設置されている
　燃焼器。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載の燃焼器において、
　前記点火器を作動させる点火器作動器、および、前記点火器作動器を始動させるための
信号を生成する点火器制御器は設けられていない
　燃焼器。
【請求項８】
　請求項１乃至７のいずれか一項に記載の燃焼器と、前記燃焼器の前方に配置されたイン
レットと、前記燃焼器の後方に配置されたノズルとを備えた
ジェットエンジン。
【請求項９】
　請求項８に記載のジェットエンジンにおいて、
　前記インレットの前方にインレットカバーを備え、
　前記インレットカバーが前記インレットから分離されるまでは、前記空気の圧縮が抑制
され、前記インレットカバーが前記インレットから分離されると、前記点火器は、前記空
気の圧縮により生じる熱および圧力により自動的に発火して作動するように構成されてい
る
ジェットエンジン。
【請求項１０】
　請求項８に記載のジェットエンジンにおいて、
　前記ノズルの後方にノズルカバーを備え、
　前記ノズルカバーが前記ノズルから分離されるまでは、前記空気の圧縮が抑制され、前
記ノズルカバーが前記ノズルから分離されると、前記点火器は、前記空気の圧縮により生
じる熱および圧力により自動的に発火して作動するように構成されている
ジェットエンジン。
【請求項１１】
　請求項８乃至１０のいずれか一項に記載のジェットエンジンを備えた飛しょう体であっ
て、
　前記ジェットエンジンとは別に設けられ、前記ジェットエンジンの作動前に作動して前
記飛しょう体に推力を付与する推進装置を備えた
飛しょう体。
【請求項１２】
　ジェットエンジンの動作方法であって、
　ここで、前記ジェットエンジンは、
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　　空気を取り込むインレットと、
　　前記空気を用いて燃料を燃焼させ燃焼ガスを生成する燃焼器と、
　　前記燃焼ガスを前記ジェットエンジンの後方から送出するノズルと、
　　を備え、
　　前記燃焼器は、
　　　前記空気と前記燃料との混合気に着火するための点火器と、
　　　前記インレットから取り込まれた空気を局所的にせき止める淀み点形成器とを備え
、
　前記ジェットエンジンの動作方法は、
　　前記インレットから空気を取り込み、取り込まれた前記空気が前記淀み点形成器によ
ってせき止められ、圧縮されることで生じる熱および圧力により、前記点火器を自動的に
発火させて作動させる工程と、
　　前記点火器の発火により生じる火炎を、前記空気と前記燃料との混合気に向けて放射
し、前記火炎により前記混合気を燃焼させて前記ジェットエンジンを始動させる工程と、
　を備える
ジェットエンジンの動作方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のジェットエンジンの動作方法であって、
　前記ジェットエンジンは、前記インレットの前方に配置されたインレットカバーを備え
、
　前記ジェットエンジンの動作方法は、
　　前記インレットの前方に配置されたインレットカバーを前記インレットから分離する
工程を備え、
　　前記点火器を自動的に発火させて作動させる工程は、前記インレットカバーの分離に
より、前記インレットから空気を取り込み、取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱
および圧力により、前記点火器を自動的に発火させて作動させる工程である
ジェットエンジンの動作方法。
【請求項１４】
　請求項１２に記載のジェットエンジンの動作方法であって、
　前記ジェットエンジンは、前記ノズルの後方に配置されたノズルカバーを備え、
　前記ジェットエンジンの動作方法は、
　　前記ノズルの後方に配置されたノズルカバーを前記ノズルから分離する工程を備え、
　　前記点火器を自動的に発火させて作動させる工程は、前記ノズルカバーの分離により
、前記インレットから空気を取り込み、取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱およ
び圧力により、前記点火器を自動的に発火させて作動させる工程である
ジェットエンジンの動作方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、燃焼器、ジェットエンジン、飛しょう体及びジェットエンジンの動作方法に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　音速より速く飛しょうする機体のジェットエンジンとして、ターボジェットエンジン（
ターボファンエンジン等を含む）、ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジンが
知られている。これらは空気を取り入れて作動するジェットエンジンであり、特にラムジ
ェットエンジン、スクラムジェットエンジンでは取り入れた空気の速度は飛しょう速度に
強く依存する。
【０００３】
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　図１は、従来のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略断面図である。ジェットエ
ンジンは、機体１１０と、機体１１０の下方に気体の流通可能な空間１５０を形成するよ
うに設けられたカウル１４０とを備えている。機体１１０の前方の下方部分とカウル１４
０の前方部分とは、空間１５０へ空気を導入するインレット１１１を構成している。また
、インレット１１１の前方には、インレットカバーが分離可能に設けられている。インレ
ットカバーは、エンジン始動時までインレット１１１の前方に装着される。そして、イン
レットカバーは、エンジン始動時までの間、機体の空力抵抗の低減、及び、エンジンへの
異物混入防止に利用される。機体１１０の中間の下方部分とカウル１４０の中間部分とは
、燃料と空気とを混合し燃焼させる燃焼器１１２を構成している。機体１１０の後方の下
方部分とカウル１４０の後方部分とは、燃焼ガスを膨張させて放出するノズル１１３を構
成している。前記燃焼器１１２は、燃料噴射器１２０と、点火器１２１と、点火器作動器
１２２と、点火器制御器１２３とを備えている。燃料噴射器１２０は、機体１１０の下方
部分の燃焼器１１２に対応する部分に設けられている。燃料噴射器１２０は、空間１５０
へ向けて燃料を噴射する。点火器１２１は、燃料と空気との混合気に点火するための火炎
を空間１５０に向けて放射する。点火器作動器１２２は、電気エネルギー又は熱エネルギ
ー等により点火器１２１を始動させる。点火器制御器１２３は、点火器作動器１２２を始
動させるための信号等を生成する。
【０００４】
　図１のジェットエンジンの作動手順は、以下のとおりである。第１に、飛しょう体が所
望の速度に達した後、インレットカバーがインレット１１１から分離される。第２に、点
火器制御器１２３が、点火器作動器１２２を始動させるための信号等を生成し、当該信号
等が、点火器作動器１２２に伝達される。第３に、伝達された信号等に基づいて、点火器
作動器１２２が始動し、電気エネルギー又は熱エネルギー等を生成する。当該電気エネル
ギー又は熱エネルギー等により、前記点火器１２１は始動する。始動した点火器１２１は
、火炎を空間１５０に向けて放射する。当該火炎の放射に前後するタイミングで、燃料噴
射器１２０は、空間１５０に向けて燃料を噴射する。当該噴射された燃料は、前記火炎に
より着火して燃焼する。燃料噴射器１２０から燃料を継続的に噴射することにより、前記
燃焼は継続する。燃焼により生成された燃焼ガスは、ノズル１１３から放出される。放出
される燃焼ガスにより、機体１１０は、推力を得て飛しょうする。
【０００５】
　関連する技術として、特公平６－６０５９７号公報に、スクラムジェット燃焼器の点火
、保炎法が開示されている。当該公報には、点火器について記載されているが、当該点火
器の具体的な作動手順については不明である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特公平６－６０５９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来のジェットエンジンの作動方式では、点火器に加え点火器制御器及び点火器作動器
といった追加の装置を設ける必要があり、機体の質量増加及び設計の複雑化につながる問
題がある。また、点火器制御器から点火器作動器に連なるケーブル部は、エンジンにおい
て脆弱な部分となることから、その周囲を補強する必要があり、機体の質量増加及び設計
の複雑化につながる問題がある。さらに、前記ケーブル部を挿通させる通路等が、リーク
通路となり得ることから、エンジンの気密性確保のための対策を施す必要があり、機体の
質量増加及び設計の複雑化につながる問題がある。
【０００８】
　したがって、本発明の目的は、機体の質量を低減し、及び、機体の設計を簡素化するこ
とのできる燃焼器、ジェットエンジン、飛しょう体及びジェットエンジンの作動方法を提
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供することにある。
【０００９】
　この発明のこれらの目的とそれ以外の目的と利益とは以下の説明と添付図面とによって
容易に確認することができる。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　以下に、発明を実施するための形態で使用される番号・符号を用いて、課題を解決する
ための手段を説明する。これらの番号・符号は、特許請求の範囲の記載と発明を実施する
ための形態との対応関係の一例を示すために、参考として、括弧付きで付加されたもので
ある。よって、括弧付きの記載により、特許請求の範囲は、限定的に解釈されるべきでは
ない。
【００１１】
　本発明の１つの観点において、燃焼器は、インレット（６）から取り込まれた空気を用
いて燃料を燃焼する燃焼器（７）であって、前記空気と前記燃料との混合気に着火するた
めの点火器（６１）を備え、前記点火器（６１）は、前記インレット（６）から取り込ま
れた前記空気の圧縮により生じる熱および圧力により自動的に発火して作動するように構
成されている。
【００１２】
　上記燃焼器において、前記インレット（６）から取り込まれた空気を局所的にせき止め
る淀み点形成器（６５）を備えていてもよい。また、前記点火器（６１）は、前記淀み点
形成器（６５）によってせき止められた空気の圧縮により生じる熱および圧力により自動
的に発火して作動するように構成されていてもよい。
【００１３】
　上記燃焼器において、前記淀み点形成器（６５）は、前記点火器（６１）の作動後に、
熱および圧力により自動的に消失するように構成されていてもよい。
【００１４】
　上記燃焼器において、前記点火器（６１）は、固体燃料と、前記インレット（６）から
取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱および圧力により爆発する点火用爆薬（６６
）とを備えていてもよい。また、前記固体燃料は、前記点火用爆薬（６６）の爆発により
、自動的に発火して作動するように構成されていてもよい。
【００１５】
　上記燃焼器において、前記点火器（６１）は、前記インレット（６）から取り込まれた
空気の流れ方向に間隔（６７）をあけて複数設けられていてもよい。また、前記間隔（６
７）は、間隔の一方側の点火器（６１）の火炎が、間隔の他方側の点火器（６１）に伝播
しない距離に設定されていてもよい。
【００１６】
　本発明の他の１つの観点において、ジェットエンジン（２）は、燃焼器（７）と、前記
燃焼器（７）の前方に配置されたインレット（６）と、前記燃焼器（７）の後方に配置さ
れたノズル（８）とを備えている。燃焼器（７）は、上記段落に記載されているもののい
ずれかである。
【００１７】
　上記ジェットエンジンにおいて、前記インレット（６）の前方にインレットカバー（９
）を備えていてもよい。また、前記インレットカバー（９）が前記インレット（６）から
分離されるまでは、前記空気の圧縮が抑制され、前記インレットカバー（９）が前記イン
レット（６）から分離されると、前記点火器（６１）は、前記空気の圧縮により生じる熱
および圧力により自動的に発火して作動するように構成されていてもよい。
【００１８】
　上記ジェットエンジンにおいて、前記ノズル（８）の後方にノズルカバー（１０）を備
えていてもよい。また、前記ノズルカバー（１０）が前記ノズル（８）から分離されるま
では、前記空気の圧縮が抑制され、前記ノズルカバー（１０）が前記ノズル（８）から分
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離されると、前記点火器（６１）は、前記空気の圧縮により生じる熱および圧力により自
動的に発火して作動するように構成されていてもよい。
【００１９】
本発明の更に他の１つの観点において、飛しょう体（１）は、ジェットエンジン（２）と
、前記ジェットエンジン（２）とは別に設けられ、前記ジェットエンジン（２）の作動前
に作動して前記飛しょう体（１）に推力を付与する推進装置（５）とを備えていてもよい
。ジェットエンジン（２）は、上記段落に記載されているもののいずれかである。
【００２０】
　本発明の更に他の１つの観点において、ジェットエンジンの動作方法は、空気を取り込
むインレット（６）と、前記空気を用いて燃料を燃焼させ燃焼ガスを生成する燃焼器（７
）と、前記燃焼ガスを前記ジェットエンジン（２）の後方から送出するノズル（８）とを
具備するジェットエンジンの動作方法である。ここで、前記燃焼器（７）は、前記空気と
前記燃料との混合気に着火するための点火器（６１）を備えている。また、ジェットエン
ジンの動作方法は、前記インレット（６）から空気を取り込み、取り込まれた前記空気の
圧縮により生じる熱および圧力により、前記点火器（６１）を自動的に発火させて作動さ
せる工程と、前記点火器（６１）の発火により生じる火炎を、前記空気と前記燃料との混
合気に向けて放射し、前記火炎により前記混合気を燃焼させて前記ジェットエンジン（２
）を始動させる工程とを備えている。
【００２１】
　上記ジェットエンジンの動作方法において、前記ジェットエンジン（２）は、前記イン
レット（６）の前方に配置されたインレットカバー（９）を備えていてもよい。また、前
記インレット（６）の前方に配置されたインレットカバー（９）を前記インレット（６）
から分離する工程を備えていてもよい。さらに、前記点火器（６１）を自動的に発火させ
て作動させる工程は、前記インレットカバー（９）の分離により、前記インレット（６）
から空気を取り込み、取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱および圧力により、前
記点火器（６１）を自動的に発火させて作動させる工程であってもよい。
【００２２】
　上記ジェットエンジンの動作方法において、前記ジェットエンジン（２）は、前記ノズ
ル（８）の後方に配置されたノズルカバー（１０）を備えていてもよい。また、前記ノズ
ル（８）の後方に配置されたノズルカバー（１０）を前記ノズル（８）から分離する工程
を備えていてもよい。さらに、前記点火器（６１）を自動的に発火させて作動させる工程
は、前記ノズルカバー（１０）の分離により、前記インレット（６）から空気を取り込み
、取り込まれた前記空気の圧縮により生じる熱および圧力により、前記点火器（６１）を
自動的に発火させて作動させる工程であってもよい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明により、機体の質量を低減し、及び、機体の設計を簡素化することのできる燃焼
器、ジェットエンジン、飛しょう体及びジェットエンジンの作動方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】図１は、従来のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略断面図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る飛しょう体の構成の一例を示す斜視図である。
【図３】図３は、第１の実施形態のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略断面図で
あり、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図である。
【図４】図４は、第１の実施形態のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略断面図で
あり、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【図５Ａ】図５Ａは、マッハ数と高度と全温との関係を示す表である。
【図５Ｂ】図５Ｂは、マッハ数と高度と全圧との関係を示す表である。
【図５Ｃ】図５Ｃは、マッハ数と高度と全温との関係を示すグラフである。
【図５Ｄ】図５Ｄは、マッハ数と高度と全圧との関係を示すグラフである。
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【図６】図６は、第１の実施形態の変形例のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略
断面図であり、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【図７】図７は、第２の実施形態のジェットエンジンの燃焼器７の構成を模式的に示す概
略断面図であり、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図である。
【図８】図８は、第２の実施形態のジェットエンジンの燃焼器７の構成を模式的に示す概
略断面図であり、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【図９】図９は、第３の実施形態のジェットエンジンの燃焼器７の構成を模式的に示す概
略断面図であり、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図である。
【図１０】図１０は、第３の実施形態のジェットエンジンの燃焼器７の構成を模式的に示
す概略断面図であり、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【図１１】図１１は、第４の実施形態のジェットエンジンの燃焼器７の構成を模式的に示
す概略断面図であり、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態に係る燃焼器、ジェットエンジン、飛しょう体及びジェット
エンジンの動作方法に関して、添付図面を参照して説明する。ここでは、ジェットエンジ
ンを飛しょう体に適用した例について説明する。
【００２６】
　本実施の形態に係る飛しょう体１の構成について説明する。図２は、本実施の形態に係
る飛しょう体１の構成の一例を示す斜視図である。飛しょう体１は、ジェットエンジン２
と、推進装置５とを具備している。推進装置５は、飛しょう体１を発射装置から飛行させ
るとき、飛しょう体１を飛しょう開始時の速度から所望の速度まで加速する。ただし、飛
しょう開始時の速度は、飛しょう体１が静止している発射装置から発射されるときは、速
度ゼロであり、飛しょう体が移動中／飛行中の移動体／飛行体の発射装置から発射される
ときは、その移動体／飛行体の移動速度／飛行速度である。推進装置５の具体例としては
、ロケットモータを挙げることができる。しかし、推進装置５は、飛しょう体を所望の速
度まで加速できるものであれば、どのような装置であっても構わない。例えば、飛しょう
体１を、別の第２の飛しょう体に積載して、所望の速度まで加速する場合には、当該第２
の飛しょう体が推進装置５となる。
【００２７】
　ジェットエンジン２は、飛しょう体１から推進装置５が分離された後、飛しょう体１を
更に加速して、目標へ向かって飛しょうさせる。ジェットエンジン２は、機体３とカウル
４とを備えている。機体３とカウル４とは、後述されるように、ジェットエンジン２のイ
ンレット、燃焼器及びノズルを構成している。ジェットエンジン２は、インレットにて前
方から空気を取り入れ、燃焼器にて当該空気と燃料とを混合して燃焼させ、ノズルにてそ
の燃焼ガスを膨張させ、後方へ送出する。それにより、ジェットエンジン２は推進力を得
る。なお、図２において、ジェットエンジン２は、機体３の下部とカウル４とで構成され
ているが、ジェットエンジン２を機体３の下部又は内部に設置される筒状体で構成しても
よい。この場合、筒状体の前方部分がインレットを構成し、中央部分が燃焼器を構成し、
後方部分がノズルを構成することとなる。
【００２８】
　以下、実施形態について、詳細に説明する。
【００２９】
（第１の実施形態）
　以下、図２に加え、図３、図４を用いて、第１の実施形態に係るジェットエンジンにつ
いて説明する。　図３、図４は、第１の実施形態に係るジェットエンジンの構成の一例を
模式的に示す概略断面図である。また、図３は、エンジン及び点火器の始動前の状態を示
す図であり、図４は、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【００３０】
　ジェットエンジン２は、機体３と、機体３の下方に気体の流通可能な空間５０を形成す
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るように設けられたカウル４とを備えている。機体３の前方の下方部分とカウル４の前方
部分とは、空間５０へ空気を導入するインレット６を構成している。また、インレット６
の前方には、インレットカバー９が分離可能に設けられている。機体３の中間の下方部分
とカウル４の中間部分とは、燃料と空気とを混合し燃焼させる燃焼器７を構成している。
機体３の後方の下方部分とカウル４の後方部分とは、燃焼ガスを膨張させて放出するノズ
ル８を構成している。燃焼器７は、点火器６１と燃料噴射器６２とを備えている。
【００３１】
　燃料噴射器６２は、機体３の下方部分の燃焼器７に対応する部分に設けられている。燃
料噴射器６２は、機体３に格納された燃料を空間５０へ向けて噴射する。点火器６１は、
例えば、固体燃料を燃焼させて火炎を空間５０に向けて放射する。点火器６１は、後述の
とおり、インレット６から取り込まれた空気の圧縮により生じる熱および圧力により自動
的に発火して作動する。本実施形態では、点火器が自動発火するものであるため、点火器
制御器及び点火器作動器は、設けられていない。
【００３２】
　ここで、点火器６１について更に説明する。点火器６１は、燃焼器７の壁面に設けられ
た溝６３に埋め込まれている。点火器６１は、例えば、固体ロケットモータ（固体ＲＭ）
である。本明細書において、固体ロケットモータは、固体燃料を燃焼させて、火炎を放射
する装置と定義される。本実施形態において使用される固体ロケットモータは、図５Ａ、
図５Ｃに示す飛しょうマッハ数及び高度に対応する温度の概ね０．８倍以下で発火する、
発火点の低い固体ロケットモータが好ましい。発火点の低い固体ロケットモータとしては
、例えば、温度１９５度で自然発火する材料であるＫＣｌＯ３（７０重量％）、ラクトー
ス（２５重量％）、脂肪族ポリカーボネート（５重量％）を挙げることができる。前記材
料については、特表２００１－５０３３５０号公報に詳述されている。
【００３３】
　次に、点火器６１の作動原理について更に説明する。飛しょう体１が所望の速度に達し
た後、インレットカバー９がインレット６から分離されると、空間５０内には、高速の空
気が流入し、主流空気流を形成する。そして、主流空気は、インレット６から燃焼器７に
向かうにつれて、圧縮され、かつ概ね断熱圧縮されるため温度が上昇する。そして、圧縮
された主流空気は、燃焼器７の壁面近傍では、摩擦により速度ゼロにまで減速されること
により、運動エネルギーが温度に変換され、その結果、さらに温度が上昇する。このため
、燃焼器７の壁面では、温度及び圧力が上昇する。図５Ａ乃至図５Ｄを参照すると、理論
的には、例えば、高度２０ｋｍの領域をマッハ３で飛しょう体が飛しょうする場合、燃焼
器７の壁面近傍の空気の温度及び圧力は、温度６２６．８Ｋ（３５３．７度）から壁面及
び主流空気への熱伝達による温度低下量を除した値、圧力０．９７ＭＰａから圧縮時の圧
力損失を除した値となる。燃焼器壁面の溝６３に設置された点火器６１のうち、空間５０
に面する部分６４（以下、「点火器表面部分６４」という。）についても、燃焼器７の壁
面と同様に、温度及び圧力が上昇する。点火器表面部分６４の温度及び圧力が、点火器６
１の固体ロケットモータの発火条件を超えて上昇すると、点火器６１は自動的に発火し、
火炎を空間５０に向けて放射する。なお、一般的に、圧力が高いほど、自然発火温度は低
くなくことが知られている。よって、大気圧下において、温度１９５度で自然発火する材
料であるＫＣｌＯ３（７０重量％）、ラクトース（２５重量％）、脂肪族ポリカーボネー
ト（５重量％）を固体ロケットモータとして用いた場合、大気圧より高圧な条件下では、
当該固体ロケットモータは、１９５度より低い温度で自然発火することとなる。
【００３４】
　続いて、本発明の実施の形態に係る飛しょう体１及びジェットエンジン２の動作方法に
ついて説明する。
【００３５】
　まず、飛しょう体が所望の速度に達した後、インレットカバー９がインレット６から分
離される。そして、空間５０内には、高速の空気が流入し、その結果、上述のように、点
火器表面部分６４の温度及び圧力が上昇する。続いて、点火器表面部分６４の温度及び圧
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力が、点火器６１の固体ロケットモータの発火条件を超えて上昇すると、点火器６１は自
動的に発火し、火炎を空間５０に向けて放射する。当該火炎の放射に前後するタイミング
で、燃料噴射器６２は、空間５０に向けて燃料を噴射する。当該噴射された燃料は、前記
火炎により着火して燃焼する。燃料噴射器６２から燃料を継続的に噴射することにより、
前記燃焼は継続する。燃焼により生成された燃焼ガスは、ノズル８から放出される。放出
される燃焼ガスにより、前記飛しょう体１は、推力を得て飛しょうする。
【００３６】
　点火器６１の始動、すなわち、発火のタイミングは、インレットカバー９の分離のタイ
ミングにより制御可能である。典型的には、インレットカバー９の分離から、発火までに
要する所要時間は、数ミリ秒から数秒程度である。インレットカバー９の分離は、遠隔操
作により行ってもよい。代替的に、飛しょう体１の離陸時等を基準時間として、基準時間
からの経過時間をタイマー等で計測し、経過時間が予め設定された時間を超えたら、イン
レットカバー９が自動的に分離されるようにしてもよい。代替的に、飛しょう体１に、高
度計、速度計又はマッハ計を設置し、高度、速度又はマッハ数が予め設定された値を超え
たら、インレットカバー９が自動的に分離されるようにしてもよい。例えば、ラムジェッ
トの場合、マッハ数が、１～５の範囲で予め設定された値を超えた場合、自動的に分離さ
れるようにするのが好適である。
【００３７】
　本実施の形態に係る飛しょう体１、ジェットエンジン２及び燃焼器７では、点火器６１
の始動のために、点火器制御器、点火器作動器、及び、点火器制御器と点火器作動器の間
のケーブル等が設けられていない。このため、飛しょう体１、ジェットエンジン２及び燃
焼器７の質量を低減し、構造及び設計を簡素化することができる。また、飛しょう体１、
ジェットエンジン２及び燃焼器７の製造コストを低減することができる。さらには、質量
低減等に伴い、飛しょう体１、ジェットエンジン２の性能が向上する。加えて、タイマー
、高度計、速度計又はマッハ計で計測される値に基づいてインレットカバー９の分離のタ
イミングを制御することで、簡素な構造であるにもかかわらず、点火器６１の始動のタイ
ミングを正確に制御することができる。
【００３８】
（第１の実施形態の変形例）
　図６は、第１の実施形態の変形例のジェットエンジンの構成を模式的に示す概略断面図
であり、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。第１の実施形態では、イン
レットカバー９の分離により、点火器６１の始動のタイミングを制御している。しかし、
インレットカバー９を設けるのに変えて、ノズル８の後方にノズルカバー１０を設け、ノ
ズルカバー１０の分離により、点火器６１の始動のタイミングを制御することが可能であ
る。すなわち、ノズルカバー１０がノズル８に取り付けられている時には、空間５０内へ
の空気の流入が抑制される。このため、点火器表面部分６４の温度及び圧力が、点火器６
１の固体ロケットモータの発火条件を超えて上昇することはない。他方、図６に示すよう
に、ノズルカバー１０がノズル８から分離されると、空間５０内へ高速の空気が流入する
。このため、点火器表面部分６４の温度及び圧力が、点火器６１の固体ロケットモータの
発火条件を超えて上昇し、その結果、点火器６１が自動的に発火する。なお、ノズルカバ
ー１０は、ノズルの流路を実質的に覆うものであれば何でもよく、推進装置５がノズルカ
バー１０を兼用していてもよい。
【００３９】
　なお、点火器表面部分６４の温度及び圧力が、点火器６１の固体ロケットモータの発火
条件を超えない状態から、発火条件を超える状態に制御可能なものであれば、インレット
カバー又はノズルカバーの分離に限らず、他の機構を採用することも可能である。
【００４０】
　第１の実施形態の変形例は、第１の実施形態と同様の効果を奏する。
【００４１】
（第２の実施形態）
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　以下、図７、図８を用いて、第２の実施形態に係るジェットエンジンについて説明する
。図７、図８は、第２の実施形態に係るジェットエンジンの燃焼器７の構成の一例を模式
的に示す概略断面図である。また、図７は、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図
であり、図８は、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【００４２】
　第２の実施形態において、第１の実施形態と同じ構成要素については、同じ図番を用い
ている。第２の実施形態は、第１の実施形態と比較して、淀み点形成器６５を備える点、
及び、点火器６１、例えば、固体ロケットモータの発火温度が相対的に高い点で異なる。
【００４３】
　淀み点形成器６５は、点火器表面部分６４の近傍に設けられる。典型的には、例えば、
図７、８に示されるように、燃焼器７の壁面のうち、点火器表面部分６４の後方に設けら
れる。淀み点形成器６５は、点火器表面部分６４に接する状態で、又は、点火器表面部分
６４から微小距離離間して、点火器表面部分６４の後方に設けられるのが好ましい。本実
施の形態において、前方、及び、後方の文言は、主流空気の流れに対して上流側、及び、
下流側を意味するものとする。
【００４４】
　本実施形態における点火器６１の作動原理について説明する。インレットカバー９の分
離、ノズルカバー１０の分離等を契機として、主流空気が空間５０に流入する。主流空気
の一部は、淀み点形成器６５にせき止められて、せき止められた空気の温度及び圧力は大
幅に上昇する。その結果、点火器表面部分６４の温度及び圧力が、点火器６１の固体ロケ
ットモータの発火条件を超えて上昇すると、点火器６１は自動的に発火し、火炎を空間５
０に向けて放射する。ここで、淀み点形成器６５でせき止められる空気と、壁面及び淀み
点形成器６５の近傍を流れる空気との熱伝達は、第１の実施形態において、点火器表面部
分６４で速度ゼロとなる空気と、点火器表面部分６４の近傍を流れる空気との熱伝達より
も少量である。また淀み点形成器６５でせき止められる空気の圧力損失は、第１の実施形
態において、点火器表面部分６４で速度ゼロとなる空気の圧力損失よりも少量である。こ
のため、淀み点形成器６５の前方の領域の温度及び圧力の上昇は、第１の実施形態におけ
る点火器表面部分６４の温度及び圧力の上昇よりも大きい。したがって、本実施形態にお
いて使用される固体ロケットモータは、第１の実施形態において使用される固体ロケット
モータと比較して、発火温度の高いものを使用することができる。例えば、本実施形態で
は、図５Ａ、図５Ｃに示す飛しょうマッハ数及び高度に対応する温度以下で発火する、発
火点の高い固体ロケットモータが使用される。発火点の高い固体ロケットモータとしては
、例えば、温度４００度で発火するＡＰ／Ｃ２Ｈ４Ｏ／Ａｌを挙げることができる。
【００４５】
　なお、淀み点形成器６５は、主流空気に対して流体抵抗となるため、エンジン２の性能
を低下させる要因となる。このため、淀み点形成器６５は、点火器６１の作動後に、熱お
よび圧力により自動的に消失（溶解あるいは燃焼等）する部材で構成することが好ましい
。例えば、淀み点形成器は、シリカ／フェノール等のアブレーション材、アルミニウム等
の金属、又は、火薬で構成することができる。また、淀み点形成器６５は、点火器６１の
後方に、点火器６１と同一スパン（幅方向長さ）にわたって形成されてもよいし、点火器
６１よりも短いスパン（幅方向長さ）にわたって形成されてもよい。後者の場合、淀み点
形成器６５は、点火器６１のスパンに沿って、複数形成されてもよい。
【００４６】
　本実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を奏するのに加え、以下の効果も奏する。
第１に、本実施形態における固体ロケットモータの材料は、第１の実施形態と比較して、
発火温度の高い材料であるため、固体ロケットモータが、予期せぬ時に自然発火してしま
うリスクを軽減することができる。また、発火点の高い固体ロケットモータは、発火点の
低い固体ロケットモータより単位面積・単位質量当たりの発生エネルギーの高いものが存
在するため、空気と燃料との混合気に対する着火性能向上及び点火器の小型化が可能にな
る。加えて、淀み点形成器６５を設けて、淀み点形成器６５の前方の領域の温度及び圧力
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を大幅に上昇させることにより、点火器６１の発火がより確実となる。さらに、淀み点形
成器６５を、点火器６１の始動後に、熱および圧力により自動的に消失する部材で構成す
ることにより、ジェットエンジン２の性能が低下することがない。
【００４７】
（第３の実施形態）
　以下、図９、図１０を用いて、本実施の形態に係るジェットエンジンについて説明する
。図９、図１０は、第３の実施形態に係るジェットエンジンの燃焼器７の構成の一例を模
式的に示す概略断面図である。また、図９は、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す
図であり、図１０は、エンジン及び点火器の始動時の状態を示す図である。
【００４８】
　第３の実施形態において、第１の実施形態と同じ構成要素については、同じ図番を用い
ている。第３の実施形態は、第１の実施形態と比較して、点火器６１が点火用爆薬６６を
備える点、及び、点火器６１、例えば、固体ロケットモータの発火温度が相対的に高い点
で異なる。
【００４９】
　点火用爆薬６６は、点火器表面部分６４又は点火器表面部分６４の近傍に設けられる。
典型的には、例えば、図９、１０に示されるように、点火器表面部分６４に設けられる。
【００５０】
　本実施形態における点火器６１の作動原理について説明する。インレットカバー９の分
離、ノズルカバー１０の分離等を契機として、主流空気が空間５０に流入する。第１の実
施形態と同様に、主流空気は圧縮される。そして、圧縮空気の温度及び圧力上昇に伴い、
点火器表面部分６４の温度及び圧力は上昇する。点火器表面部分６４の温度及び圧力が上
昇し、点火器表面部分６４又は点火器表面部分６４の近傍に設けられた点火用爆薬６６の
温度及び圧力が点火用爆薬６６の発火点を超えると、点火用爆薬６６は爆発する。そして
、点火用爆薬６６の爆発に伴い、点火器６１は自動的に発火し、火炎を空間５０に向けて
放射する。第３の実施形態では、点火用爆薬６６を用いて点火器６１である固体ロケット
モータを発火させるため、本実施形態において使用される固体ロケットモータは、第１の
実施形態において使用される固体ロケットモータと比較して、発火温度の高いものを使用
することができる。例えば、本実施形態では、温度４００度で発火する、発火点の高い固
体ロケットモータが使用される。発火点の高い固体ロケットモータとしては、例えば、温
度４００度で発火するＡＰ／Ｃ２Ｈ４Ｏ／Ａｌを挙げることができる。
【００５１】
　本実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を奏するのに加え、以下の効果も奏する。
第１に、本実施形態では、点火用爆薬６６を用いて点火器６１である固体ロケットモータ
を発火させるため、点火器６１の発火がより確実となる。また、発火点の高い固体ロケッ
トモータは、発火点の低い固体ロケットモータより単位面積・単位質量当たりの発生エネ
ルギーの高いものが存在するため、空気と燃料との混合気に対する着火性能向上及び点火
器の小型化が可能になる。
【００５２】
（第４の実施形態）
　以下、図１１を用いて、本実施の形態に係るジェットエンジンについて説明する。図１
１は、第４の実施形態に係るジェットエンジンの燃焼器７の構成の一例を模式的に示す概
略断面図である。また、図１１は、エンジン及び点火器の始動前の状態を示す図である。
【００５３】
　第４の実施形態において、第１の実施形態と同じ構成要素については、同じ図番を用い
ている。第４の実施形態は、第１の実施形態と比較して、点火器６１が、エンジンの前後
方向に沿って、複数箇所（図１１では２箇所）に設けられている点で異なる。複数の点火
器６１間の間隔６７は、一方の点火器６１が作動したときの火炎の放射が、他方の点火器
６１に伝播しない距離に設定されている。このため、一方の点火器６１が、予期せぬ時に
自然発火してしまった場合でも、他方の点火器６１は、非作動状態に維持される。このた
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６１を用いることにより、ジェットエンジン始動のタイミングを制御することが可能とな
る。
【００５４】
　本実施形態は、第１の実施形態と同様の効果を奏するのに加え、以下の効果も奏する。
すなわち、一方の点火器６１が使用不能となった場合でも、他方の点火器６１を用いるこ
とにより、ジェットエンジン始動のタイミングを制御することが可能となるため、ジェッ
トエンジン作動の信頼性が向上する。
【００５５】
　本実施の形態はジェットエンジンを飛しょう体に適用した例について説明しているが、
当該飛しょう体には、航空機又はロケット等も包含される。
【００５６】
　本発明は上記各実施形態に限定されず、本発明の技術思想の範囲内において、各実施形
態は適宜変形又は変更され得ることは明らかである。例えば、図３～図４、図６～図１１
には、保炎器が記載されていない。しかし、点火器６１の近傍に保炎器を設け、当該保炎
器によって、燃料と空気との混合気を継続的に燃焼させるための炎を保炎するようにして
もよい。また、各実施形態の構成を組み合わせることも当然に可能である。例えば、第２
の実施形態の淀み点形成器６５を設ける構成と、第４の実施形態の点火器６１を複数設け
る構成を組み合わせること等が可能である。
【符号の説明】
【００５７】
１　　　　：飛しょう体
２　　　　：ジェットエンジン
３　　　　：機体
４　　　　：カウル
５　　　　：推進装置
６　　　　：インレット
７　　　　：燃焼器
８　　　　：ノズル
９　　　　：インレットカバー
１０　　　：ノズルカバー
５０　　　：空間
６１　　　：点火器
６２　　　：燃料噴射器
６３　　　：溝
６４　　　：点火器表面部分
６５　　　：淀み点形成器
６６　　　：点火用爆薬
６７　　　：間隔
１１０　　：機体
１１１　　：インレット
１１２　　：燃焼器
１１３　　：ノズル
１２０　　：燃料噴射器
１２１　　：点火器
１２２　　：点火器作動器
１２３　　：点火器制御器
１４０　　：カウル
１５０　　：空間
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